
岡山県剣道連盟主催大会における合同チーム編成に係る申し合わせ 

 

この申し合わせは、岡山県剣道連盟主催大会において、団員（部員）が少人数のため単独団体でチーム

編成ができない場合に、複数団体で編成した「合同チーム」の参加を認める条件等を示したものです。 

この申し合わせは、多くの団体・選手が大会に参加できることを目的としており、勝利至上主義を目指

すものではありません。 

 

【具体例】 

 

※１－例１ 

団体Ａ ☺☺ ＋ 団体Ｂ ☺☺ ＝【 合同ＡＢ ☺☺☺☺ 】 

  ⇒単独では編成できない２つの団体ＡとＢが【合同チームＡＢ】を編成 

 

※１－例２ 

 団体Ｃ ☺☺☺☺☺ ＋ 団体Ｄ ☺ ＝【 単独Ｃ ☺☺☺☺☺ 】 

     ☺☺              【 合同ＣＤ ☺☺☺ 】 

⇒単独で１チームを編成できる団体Ｃが、残った選手と単独では編成できない団体Ｄとの 

【合同チームＣＤ】を編成 

 

※１－例３ 

 団体Ｅ ☺☺☺☺☺ ＋ 団体Ｆ ☺☺ ＝【 単独Ｅ(a)  ☺☺☺☺☺ 】 

     ☺☺☺☺☺          【 単独Ｅ(b)  ☺☺☺☺☺ 】 

     ☺               【 合同ＥＦ  ☺☺☺ 】  

⇒単独で複数のチームを編成できる団体Ｅが、残った選手と単独では編成できない団体Ｆとの 

【合同チームＥＦ】を編成 

１ 合同チームとは複数の団体で編成されるもので、団員（部員）単独団体ではチーム編成ができ

ない人数（５人制の場合は２名以下、３人制の場合は１名）のとき、当該する団体の合意により、

合同チームを編成して大会に参加できる。（※１） 

 

２ 一方のチームが出場最低人数を満たしていても、もう一方のチームが人数を満たしていない場

合は、合同チームを編成することができる。また、合同は３団体を上限とする。（※２） 

 

３ 一つの団体が、複数の団体に選手を派遣して合同チームを編成することはできない。（※３） 

 

４ 合同チームの編成は、同一地区内の団体間のみとする。（※４）中学校は中学校間だけでなく 

ＳＰ・道場等と合同編成することもできる。 

 

５ チーム名は各団体名連名とする。その際は「ＳＰ」「道場」「中学校」も必ず記すこと。（※５） 

 

６ 監督については各団体で協議し、代表１名とする。（コーチの登録は可能とする） 



※１－例４ 

 団体Ｇ ☺☺☺☺☺ ＋ 団体Ｈ ☺☺☺☺☺ ＝【 単独Ｇ ☺☺☺☺☺ 】 

     ☺☺          ☺      【 単独Ｈ ☺☺☺☺☺ 】 

                        【 合同ＧＨ ☺☺☺ 】 

⇒単独で１チームを編成できる２つの団体ＧとＨが、残った選手同士で【合同チームＧＨ】を編成 

 

※１－例５ 

団体Ｉ ☺☺☺☺ ＋ 団体Ｊ ☺☺ ＝【 合同ＩＪ(a)  ☺☺☺ 】 

                   【 合同ＩＪ(b)  ☺☺☺ 】 

⇒単独で１チームを編成できる団体Ｉが単独チームを編成せずに、単独では編成できない団体Ｊ

との【合同チームＩＪ(a)と(b)】の２チームを編成 

  合同チームを複数編成することはできない 

 

※２－例６ 

 団体Ｋ ☺☺☺☺ ＋ 団体Ｌ ☺ ＝【 合同ＫＬ ☺☺☺☺☺ 】 

⇒単独で１チームを編成できる団体Ｋが４名登録のため、単独では編成できない団体Ｌ 

との【合同チームＫＬ】を編成 

 

※２－例７ 

 団体Ｍ ☺☺ ＋ 団体Ｎ ☺☺ ＋ 団体Ｏ ☺ ＝【 合同ＭＮＯ ☺☺☺☺☺ 】 

⇒単独では編成できない３つの団体ＭとＮとＯが【合同チームＭＮＯ】を編成 

 

※３－例８ 

 団体Ｐ ☺☺ ＋ 団体Ｑ ☺☺☺ ＋ 団体Ｒ ☺☺ ＝【 合同ＰＱ ☺☺☺☺ 】 

                           【 合同ＰＲ ☺☺☺ 】 

⇒単独では編成できない団体Ｐが、複数の団体ＱとＲに選手を派遣して【合同チームＰＱ】と 

【合同チームＰＲ】を編成 

   複数団体へ選手を派遣することはできない 

 

※４ 地区とは以下のとおり 

   備前地区 ＝ 岡山市・西大寺・玉野・瀬戸内市・備前和気・赤磐市・御津  剣道連盟 

備中地区 ＝ 倉敷・玉島・総社地区・井笠・新見・児島・高梁市      剣道連盟 

美作地区 ＝ 津山・勝田郡・真庭・英田・久米              剣道連盟 

 

※５ 例１ 加藤ＳＰ＋加藤中学校の場合  【正】加藤ＳＰ・加藤中  【誤】加藤ＳＰ・中 

   例２ 赤木中学校＋三浦中学校の場合 【正】赤木中・三浦中   【誤】赤木・三浦中 


